
北 区 2,804 181 88 (185) 73

都 島 区 883 87 56 36

福 島 区 902 40 83 35

此 花 区 709 76 61 53

中 央 区 1,376 164 40 35

西 区 902 79 39 (79) 18

港 区 1,578 110 54 (152) 77

大 正 区 1,847 172 81 (151) 36

天 王 寺 区 526 61 39 10

浪 速 区 1,271 151 61 55

西 淀 川 区 890 44 44 (127) 35

淀 川 区 1,423 175 78 46

東 淀 川 区 2,000 122 134 (121) 75

東 成 区 1,063 202 63 37

生 野 区 1,332 93 67 (314) 31

旭 区 1,119 136 52 61

城 東 区 1,251 151 85 28

鶴 見 区 1,320 57 51 (180) 44

阿 倍 野 区 1,145 76 68 (134) 52

住 之 江 区 696 94 49 7

住 吉 区 1,691 147 64 44

東 住 吉 区 2,681 212 90 (207) 46

平 野 区 2,867 252 127 (106) 55

西 成 区 3,813 401 96 (213) 27

計 36,089 3,283 1,670 (1,969) 1,016      

訪問指導
区名

４ － 10 健 康 福 祉 関 係 （ ７ ）
令和6年3月31日現在

精神保健福祉相談
（面接・電話）

医師による
精神保健福祉相談

（酒害教室）
社会復帰相談指導事業

※特に注釈のないものは延人員(件数)である。

※社会復帰相談指導事業は酒害教室の数を含まない。

※（）内の数は酒害教室参加人数である。

精神保健福祉


